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第５章 計画の推進体制と進行管理 

 

１ 推進体制 

  本計画に掲げる施策について，県庁内の関係部局をはじめ，教育委員会，警

察本部等とも連携を密にしながら着実に推進します。 

また，広島県消費生活審議会や県民の意見を踏まえて，効果的な施策の推進

に努めます。 

 

２ 進行管理 

  本計画の具体的施策については，毎年度実施状況を取りまとめるとともに，

施策目標の達成状況を検証します。 

  検証の結果を広島県消費生活審議会に報告して評価を受け，県のホームペー

ジで公表します。 

 


